
 

 

船舶事故調査報告書 
 

 

船 種 船 名 貨物船 GLORIOUS GRACE 

ＩＭＯ番号 ８６３０２８９ 

総 ト ン 数 １,８０９トン 

 

船 種 船 名 貨物船 第参拾壱旭洋丸 

船 舶 番 号 １３５３９４ 

総 ト ン 数 ４９５トン 

 

事 故 種 類 衝突 

発 生 日 時 平成２４年７月３０日 ０８時３８分ごろ 

発 生 場 所 青森県東
ひがし

通
どおり

村尻
しり

屋
や

埼南東方沖 

尻屋埼灯台から真方位１４５°１３.４海里付近 

（概位 北緯４１°１４.８′ 東経１４１°３８.０′） 

 

 

平成２５年１０月３１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長）

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 
 

 

＜概要＞ 

貨物船GLORIOUS
グ ロ リ ア ス

 GRACE
グレイス

は、船長ほか１１人が乗り組み、岩手県大船渡市大船渡港に

向けて青森県東通村尻屋埼南東方沖を南南東進中、貨物船第参拾壱旭
きょく

洋
よう

丸は、船長

ほか４人が乗り組み、北海道苫小牧市苫小牧港に向けて尻屋埼南東方沖を北進中、平

成２４年７月３０日０８時３８分ごろ、霧で視界制限状態となった尻屋埼南東方沖に

おいて、両船が衝突した。 

GLORIOUS GRACE には、船首部外板に破口及び凹損等が生じ、第参拾壱旭洋丸には、



 

 

左舷船尾部ブルワークに破口及び外板に凹損等が生じたが、両船共に死傷者はいな 

かった。 

 

＜原因＞ 

本事故は、霧で視界制限状態となった尻屋埼南東方沖において、GLORIOUS GRACE

が南南東進中、第参拾壱旭洋丸が北進中、両船が互いに船首方に相手船をレーダーで

探知していたが、GLORIOUS GRACE の船長が第参拾壱旭洋丸に著しく接近することと

なるかどうか又は第参拾壱旭洋丸と衝突する虞があるかどうかの判断を適切に行うこ

とができず、また、第参拾壱旭洋丸の船長がレーダーによる見張りを適切に行ってい

なかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

GLORIOUS GRACE の船長が、第参拾壱旭洋丸に著しく接近することとなるかどうか

又は第参拾壱旭洋丸と衝突する虞があるかどうかの判断を適切に行うことができな 

かったのは、第参拾壱旭洋丸のレーダー映像を右舷船首方４海里付近に認めた際、 

レーダー画面には、第参拾壱旭洋丸のＡＩＳ情報が表示されず、周囲に漂泊中の漁船

の映像が映っていたので、第参拾壱旭洋丸も漂泊中の漁船であると思ったことによる

ものと考えられる。 

第参拾壱旭洋丸の船長が、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったのは、

GLORIOUS GRACE のレーダー映像が左舷船首方４海里付近に接近したことを認めたが、

そのうちに GLORIOUS GRACE が第参拾壱旭洋丸を避けてくれるものと思い、レーダー

画面に注意を向けていなかったことによるものと考えられる。
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

貨物船GLORIOUS
グ ロ リ ア ス

 GRACE
グレイス

は、船長ほか１１人が乗り組み、岩手県大船渡市大船渡港に

向けて青森県東通村尻屋埼南東方沖を南南東進中、貨物船第参拾壱旭
きょく

洋
よう

丸は、船長

ほか４人が乗り組み、北海道苫小牧市苫小牧港に向けて尻屋埼南東方沖を北進中、平

成２４年７月３０日０８時３８分ごろ、霧で視界制限状態となった尻屋埼南東方沖に

おいて、両船が衝突した。 

GLORIOUS GRACE には、船首部外板に破口及び凹損等が生じ、第参拾壱旭洋丸には、

左舷船尾部ブルワークに破口及び外板に凹損等が生じたが、両船共に死傷者はいな 

かった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２４年７月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官

（仙台事務所）を指名し、後日、１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２４年８月１日、９日、１４日 現場調査及び口述聴取 

平成２５年３月１４日 口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 船舶自動識別装置の情報記録による運航の経過 

第二管区海上保安本部が受信した船舶自動識別装置（ＡＩＳ）*1 の情報記録（以

下「ＡＩＳ記録」という。）によれば、GLORIOUS GRACE（以下「Ａ船」という。）の

運航の経過は、次表のとおりであった。 

                         
*1
  「船舶自動識別装置（ＡＩＳ: Automatic Identification System)」とは、船舶の識別符号、種

類、船名、針路、速力、目的地、航行状態に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶相互間、

陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換することができる装置をいう。 
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時刻 

(時:分:秒) 

北緯 

(°-′-″) 

東経 

(°-′-″) 

船首方位 

 (°) ＊ 

対地針路 

 (°) ＊  

対地速力 

(ノット(kn)) 

08:24:50 41-16-06.7 141-37-27.5 171 165.4 6.4 

08:30:02 41-15-34.2 141-37-39.0 168 165.9 6.4 

08:31:43 41-15-24.1 141-37.43.7 168 162.0 6.4 

08:34:02 41-15-09.8 141-37-50.1 167 160.2 6.4 

08:35:11 41-15-02.7 141-37-53.4 167 160.7 6.5 

08:36:02 41-14-57.6 141-37-55.8 165 160.2 6.5 

08:36:22 41-14-55.5 141-37-57.0 164 158.5 6.5 

08:36:31 41-14-54.9 141-37-57.4 163 157.2 6.1 

08:37:11 41-14-52.6 141-37-59.1 165 152.8 4.1 

08:37:22 41-14-52.0 141-37-59.5 166 152.8 3.8 

08:37:41 41-14-51.1 141-38-00.1 167 154.0 3.5 

08:37:51 41-14-50.6 141-38-00.3 169 154.7 3.3 

08:38:01 41-14-50.1 141-38-00.6 169 155.8 3.1 

08:38:11 41-14-49.7 141-38-00.8 170 156.4 3.0 

08:38:22 41-14-49.2 141-38-01.1 171 157.6 2.9 

08:38:41 41-14-48.5 141-38-01.4 172 159.7 2.6 

08:38:52 41-14-48.0 141-38-01.6 173 160.5 2.5 

08:39:02 41-14-47.7 141-38-01.7 174 161.6 2.4 

08:39:22 41-14-47.0 141-38-02.0 175 163.8 2.3 

08:39:42 41-14-46.3 141-38-02.2 177 166.0 2.1 

08:40:02 41-14-45.8 141-38-02.3 178 168.3 1.9 

08:40:12 41-14-45.5 141-38-02.4 179 169.7 1.8 

08:40:42 41-14-44.7 141-38-02.5 181 174.1 1.6 

08:41:02 41-14-44.2 141-38-02.5 181 177.5 1.5 

＊：船首方位及び対地針路は真方位を示す。 

（注）船位は、ＧＰＳアンテナの位置である。 

なお、第参拾壱旭洋丸（以下「Ｂ船」という。）は、ＡＩＳがなかった。 

 

2.1.2 乗組員の口述による事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）、Ｂ船の

船長（以下「船長Ｂ」という。）及びＢ船の一等航海士（以下「一等航海士Ｂ」と

いう。）の口述によれば、次のとおりであった。 
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(1) Ａ船 

Ａ船は、船長Ａほか１１人が乗り組み、平成２４年７月２７日、ロシア連

邦ホルムスク港を出港し、大船渡港に向かった。 

Ａ船は、３０日０６時００分（日本標準時、以下同じ。）ごろ、津軽海峡

を航行中、昇橋した船長Ａが、一等航海士から船橋当直を引き継ぎ、Ａ船の

甲板員（以下「甲板員Ａ」という。）と共に当直に就き、濃霧のために視程

が約０.１～０.２海里（Ｍ）となった状況下、前直から行われていた霧中信

号を手動で行い、針路約１１７°（真方位、以下同じ。）及び全速力前進の

速力（対地速力、以下同じ。）約７.０kn で東南東進した。 

Ａ船は、０６時２８分ごろ、北緯４１°２９.２′東経１４１°３１.６′

（尻屋埼灯台から０４０°４.４Ｍ）付近において、針路を約１６０°に変

針し、海潮流の影響を受け、約６.５kn の速力で自動操舵によって航行した。 

船長Ａは、尻屋埼南東方沖において、漂泊している漁船のレーダー映像を

認め、手動操舵に切り替えて航行し、オフセンター*2 で４Ｍレンジとした 

ＡＲＰＡ*3 装置付きのレーダー画面により、右舷船首２０°～３０°４Ｍ付

近に１隻の船の映像を認めたので、レーダー画面のＡＩＳの情報によって同

船の動静などを確認しようとしたが、同船のＡＩＳの情報が表示されなかっ

たため、周囲の漁船と同様な漂泊している漁船であると思った。 

船長Ａは、０８時３５分ごろ、オフセンターで４Ｍレンジとしたレーダー

画面により、右舷船首３０°～５０°１.５～２Ｍ付近に約５～１０隻の漁

船群の映像を認め、動静を監視したが、漁船群が移動しているように見えな

かった。 

船長Ａは、オフセンターで２Ｍレンジとしたレーダー画面で右舷船首  

２０°～３０°１.２Ｍ付近に１隻の船の映像が映っていることを認め、 

ＡＲＰＡによって捕捉したところ、速力が約１３kn であり、右舷側至近を

通過するレーダー画面の表示であったが、ＡＩＳの情報が表示されないので、

移動中の漁船であると思った。 

船長Ａは、０８時３７分ごろ、１隻の船のレーダー映像が右舷船首方  

０.５Ｍ付近に接近したとき、同船が右に変針してＡ船の船首方を通過する

レーダー画面の表示に変わり、現在の針路を続ければ、同船の船首方に向か

                         
*2
  「オフセンター（off center）」とは、レーダー画面での自船の位置を針路と反対方向に偏心さ

せ、自船の前方の監視領域を広くする表示方法（偏心指示方式）をいう。 
*3
  「ＡＲＰＡ」とは、Automatic Radar Plotting Aids（自動衝突予防援助装置）の略記であり、

他の船舶のレーダー映像の移動方向及び移動量をコンピュータで自動的に処理させ、他船の針路、

速力、最接近時間及び距離、将来予測位置などを表示させるとともに、他船と衝突する危険が予測

される場合には警報を発する装置をいう。 
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うので、衝突の危険を感じ、右舵一杯を取るように甲板員Ａに指示し、右回

頭を開始したのち、機関を停止した。 

Ａ船は、前進惰力で右回頭中、船長Ａが、右舷船首方から左方に向かうＢ

船を初めて肉眼で視認し、Ｂ船が漁船ではないことを知り、０８時３９分ご

ろ、Ｂ船を視認してから約８秒後に船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 

船長Ａは、４Ｍ付近で認めた１隻の船のレーダー映像が、衝突したＢ船で

あったかは分からなかった。 

Ａ船は、衝突後も前進惰力で右回頭を続け、船長Ａは、乗組員に船首部の

損傷状況を点検させた。 

船長Ａは、０８時４５分ごろ、海上保安庁からの連絡により、Ｂ船の船名

及びＢ船への救助が必要ではないことを知った。 

Ａ船は、１９時３０分ごろ青森県八戸市八戸港八太郎１号ふ頭Ｅ岸壁に着

岸した。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、平成２４年７月２８日１４時００分

ごろ、京浜港川崎区を出港し、苫小牧港に向かった。 

一等航海士Ｂは、３０日０６時３０分ごろ、北緯４０°４９.９′東経 

１４１°４４.９′において、海図に船位を記入し、針路約３４６°及び全

速力前進の約１１.２kn の速力で航行した。 

Ｂ船は、０６時４５分ごろ、昇橋した船長Ｂが、一等航海士Ｂから船橋当

直を引き継ぎ、単独で当直に就き、濃霧のために視程約２００ｍとなったが、

霧中信号を行わずに自動操舵で北北西進した。 

Ｂ船は、尻屋埼南南東方沖において、経度が苫小牧港とほぼ同じ東経  

１４１°３８′となり、同港に向ける針路約０００°とし、海潮流の影響を

受け、約１２.５kn の速力で航行した。 

船長Ｂは、０８時００分ごろ、尻屋埼南南東方沖において、オフセンター

で１２Ｍレンジとしたレーダー画面により、左舷船首１５°１２Ｍ付近にＡ

船の映像を認めたが、旭洋海運株式会社（以下「Ｂ社」という。）への主機

のインタークーラー及び発電機の修理の対応に関する意見を安全担当者記録

簿（以下「記録簿」という。）に記入するため、操舵室左舷側後部にある海

図机で作業を始めた。 

船長Ｂは、海図机での作業をやめ、レーダーを６Ｍレンジに切り替え、Ａ

船のレーダー映像が左舷船首１５°４Ｍ付近に接近したことを知ったが、そ

のうちにＡ船がＢ船を避けてくれるだろうと思い、航行を続けた。 

船長Ｂは、その後、レーダー画面を見たが、前記の修理に関するＢ社の対
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応について考えており、レーダー画面に注意を向けていなかった。 

船長Ｂは、Ａ船のレーダー映像が左舷船首方１Ｍ付近に接近したことを認

めたとき、衝突の危険を感じ、手動操舵に切り替えたのち、針路を約０１０°

に変え、同映像が０.５Ｍ付近に接近したときには約０４０°に変針してい

た。 

船長Ｂは、左舷船首方約１００～２００ｍにＡ船の船首を肉眼で視認し、

キック*4 を利用して衝突の衝撃を和らげようと思い、左舵一杯を取ったが、

０８時３８分ごろ左舷船尾部とＡ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、衝突の衝撃で右舷側に約１０°傾斜し、船長Ｂが主機を停止した。 

Ｂ船は、機関長（以下「機関長Ｂ」という。）が救命胴衣を着用する旨を

叫びながら昇橋し、船長Ｂが乗組員に船体及び機関室の損傷箇所をそれぞれ

点検させたところ、船内に浸水が認められなかった。 

船長Ｂは、事故の発生を海上保安庁に通報し、Ｂ社に連絡した。 

Ｂ船は、１４時３０分ごろ八戸港八太郎１号ふ頭Ｂ岸壁に着岸した。 

 

本事故の発生日時は、平成２４年７月３０日０８時３８分ごろで、発生場所は、尻

屋埼灯台から１４５°１３.４Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図①、付図２ 推定航行経路図② 参照） 

 

２.２ 船舶の損傷に関する情報 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

船首部外板に破口及び凹損、船首部ハンドレール曲損、左舷アンカー折損等

を生じた。 

（写真１、２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

                         
*4 「キック」とは、転舵して旋回するとき、船尾が原針路から外側に押し出される現象をいう。障

害物が船首のいずれかの側を通過した直後、舵を通過した側に一杯に取れば、船尾は反対側に押し

出されて障害物との接触を免れることができるとされる。 
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写真１ Ａ船の損傷状況（船首部外板）写真２ Ａ船の損傷状況（船首部ハ

ンドレール） 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ｂ船 

左舷船尾部ブルワークに破口及び凹損、左舷船尾部外板に凹損、ボートデッ

キ左舷側に凹損等を生じた。 

（写真３、４参照） 

写真３ Ｂ船の損傷状況（左舷船尾部外板）写真４ Ｂ船の損傷状況（ボー

トデッキ左舷側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.３ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状等 

① 船長Ａ 男性 ５８歳 国籍 ロシア連邦 

締約国資格受有者承認証 船長（カンボジア王国発給） 

交付年月日 ２０１０年７月１日 

（２０１５年４月１日まで有効） 

② 船長Ｂ 男性 ４８歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１４年５月１４日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２４年１月１８日 

免状有効期間満了日 平成２９年５月１３日 

(2) 主な乗船履歴等 
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① 船長Ａ 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

１９７３年に漁船の三等航海士に就き、１９７６年に漁船の船長へ昇進し、

２０００年～２００９年まで、商船の船長として乗船した。 

Ａ船には、２００９年から船長として乗船し、Ａ船は、ロシア連邦、中華

人民共和国、大韓民国及び日本との間で運航する船舶であり、八戸、苫小牧、

大船渡などの諸港へは何度も寄港していたので、本州東岸の航行経験は豊富

であった。 

② 船長Ｂ 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

昭和５５年に船員の仕事に就き、平成７年ごろから貨物船に甲板員として

乗船し、平成１４年６月ごろＢ社に入社して航海士となり、平成２０年６月

ごろから船長職に就いた。 

(3) 健康状態 

船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、船長Ａ及び船長Ｂの健康状態は、いずれ

も良好であった。 

 

２.４ 船舶等に関する情報 

2.4.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

ＩＭＯ番号  ８６３０２８９ 

船 籍 港  カンボジア王国 プノンペン 

船舶所有者  CARLAND SHIPPING LTD.（マーシャル諸島共和国籍） 

船舶管理会社  JSC COMPANY AUTOMAN（ロシア連邦）（以下「Ａ社」とい

う。） 

船 級  GLOBAL MARINE BUREAU INC. (カンボジア王国) 

総 ト ン 数  １,８０９トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ８４.９７ｍ×１３.２０ｍ×６.００ｍ 

船 質  鋼 

機 関  ディーゼル機関１基 

出 力  １,２１３kＷ 

推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

建 造 年  １９８６年 

乗 組 員  １２人（ロシア連邦籍） 

（付図３ Ａ船の一般配置図 参照） 
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(2) Ｂ船 

船 舶 番 号  １３５３９４ 

船 籍 港  福岡県北九州市 

船舶所有者  Ｂ社 

運 航 者  同上 

総 ト ン 数  ４９５トン 

Ｌ×Ｂ×Ｄ  ７５.８４ｍ×１１.４０ｍ×７.０５ｍ 

船 質  鋼 

機 関  ディーゼル機関１基 

出 力  ７３５kＷ 

推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

進 水 年 月  平成９年２月 

（付図４ Ｂ船の一般配置図 参照） 

 

2.4.2 運動性能 

(1) Ａ船 

操縦性能表によれば、満載及び空倉状態において、次のとおりであった。 

港内速力 

表示 

回転数毎分 

（rpm） 

対水速力（kn） Full astern による 

停止 満載 空倉 

Full sea ２７０ ８.０ ９.０ 時間(秒) 距離(ｍ) 

Full ahead ２５０ ７.０ ７.５ １２６ ４４８ 

Half ahead ２２０ ６.５ ７.０ １１６ ２３０ 

Slow ahead １９０ ５.０ ６.０ ９６ １０２ 

Dead Slow ahead １６０ ４.０ ５.０  

９.０kn（対水速力）で航行中における左旋回及び右旋回での横距は、そ

れぞれ約３１５ｍ及び約３０４ｍであった。 

 (2) Ｂ船 

海上試運転成績表によれば、次のとおりであった。 

① 速力試験 

主機負荷 回転数毎分（rpm） 対水速力（kn） 

４／４ ２４０ １１.８９ 

８５／１００ ２２７ １１.２９ 

３／４ ２１８ １０.８８ 

２／４ １９０ ９.５０ 
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② 後進試験 

前進速力１１.８９kn（対水速力）で航行中において、後進発令から船

体が停止するまでに要した時間は１分４９秒であり、航走距離は約３４１

ｍであった。 

③ 旋回試験 

 左旋回 右旋回 

旋回前の対水速力（kn） １１.８９ １１.８９ 

縦距（ｍ） １８０ １８８ 

横距（ｍ） ２２６ ２２７ 

 

旋回に要する 

時間（秒） 

 

回頭角１５° １４ １５ 

３０° ２２ ２３ 

６０° ３７ ４０ 

９０° ５４ ５７ 

 

2.4.3 積載状態 

船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

石炭約２,６６０ｔを積載してホルムスク港を出港し、出港時の喫水は、

船首約４.２ｍ、船尾約４.８ｍであった。 

(2) Ｂ船 

飼料約７５５ｔを積載して京浜港川崎区を出港し、出港時の喫水は、船首

約２.８ｍ、船尾約４.７ｍであった。 

 

2.4.4 船舶の設備等に関する情報 

(1) Ａ船 

① 航海計器等 

Ａ船の操舵室には、ＡＲＰＡ機能及びＡＩＳ情報の表示機能を有する 

レーダー１台、他のレーダー、ＶＨＦ、ＧＰＳ及びＡＩＳを設置していた。 

船長Ａの口述によれば、本事故当時、レーダー１台、ＧＰＳ及びＡＩＳ

を使用中であり、レーダーのＡＲＰＡ機能を使用し、ＡＩＳ情報を表示さ

せ、前直との引継ぎ後、航海設備について、安全管理システムのチェック

リストに従って作動確認を行っており、不具合又は故障している機器類は

なかった。 

② 灯火 
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船長Ａの口述によれば、前直との引継ぎ後、航海設備について、安全管

理システムのチェックリストに従って作動確認を行っており、本事故当時、

航行中の動力船が表示する前後部のマスト灯、両舷灯及び船尾灯の灯火を

表示していた。 

③ 船体及び機関 

機関は、機関遠隔操縦盤により、操舵室から直接操縦できるようになっ

ていた。 

船長Ａの口述によれば、本事故当時、船体及び機関に不具合又は故障は

なかった。 

(2) Ｂ船 

① 航海計器 

Ｂ船の操舵室には、捕捉機能を有するレーダー１台、他のレーダー、 

ＶＨＦ及びＧＰＳを設置していた。 

船長Ｂの口述によれば、本事故当時、レーダー及びＧＰＳを使用中であ

り、不具合又は故障している機器類はなかった。 

② 灯火 

船長Ｂの口述によれば、本事故当時、航行中の動力船が表示する前後部

のマスト灯、両舷灯及び船尾灯の灯火を表示していた。 

③ 船体及び機関 

機関は、機関遠隔操縦盤により、操舵室から直接操縦できるようになっ

ていた。 

船長Ｂの口述によれば、本事故当時、船体及び機関に不具合又は故障は

なかった。 

 

2.4.5 音響信号 

(1) Ａ船 

船長Ａ及び甲板員Ａの口述によれば、船長Ａは、当直を引き継いでから、

霧中信号を手動で行い、本事故発生前にも行っていた。 

船長Ａの口述によれば、両舷ウィングのドアは閉め、船首側の窓を開けて

いたが、Ｂ船の霧中信号を聞いていなかった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、瀬戸内海で視界が制限される状態であれば、霧中

信号を行うが、本事故発生場所などの沖では、船舶の往来が少ないこと、及

び霧中信号を行えば、就寝中の乗組員が目を覚ますことから、当直を引き継

いでから本事故発生時まで使用しなかった。Ａ船のレーダー映像が約０.５
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Ｍに接近したとき、長音１回の汽笛信号を聞き、長音より長い汽笛信号を吹

鳴した。 

 

2.4.6 通信に関する情報 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、ＶＨＦを聴取していたが、英語を理解する日本の

漁船はいないと思っていたので、本事故前にＢ船とＶＨＦによる交信は行わ

なかった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、ＶＨＦを聴取していたが、本事故前にＡ船とＶＨＦ

による交信は行わなかった。 

 

2.4.7 船舶に関するその他の情報 

(1) Ａ船 

① Ａ社は、ＩＳＭコード *5 に基づく適合証書（D.O.C.：Document of 

Compliance）を取得し、船舶安全管理証書（S.M.C.：Safety Management 

Certificate）をＡ船に備え付けていた。なお、GLOBAL MARINE BUREAU 

INC.が発行する適合証書及び船舶安全管理証書であった。 

② 船長Ａの口述によれば、船長Ａ及び甲板員Ａが船内時刻（日本標準時の

＋２時間、以下同じ。）０８時～１２時、二等航海士及び甲板手１人が船

内時刻００時～０４時及び一等航海士及び甲板手１人が船内時刻０４時～

０８時の４時間交替の船橋当直体制を採っていた。 

(2) Ｂ船 

① 船長Ｂ及び一等航海士Ｂの口述によれば、船長Ｂが０７時～１１時、二

等航海士が２３時～０３時及び一等航海士が０３時～０７時の４時間交替

の単独での船橋当直体制を採っていた。 

 

２.５ 気象及び海象に関する情報 

2.5.1 気象観測値及び地方海上警報 

(1) 本事故発生場所の西方約２０km に位置する小田野沢地域気象観測所にお

                         
*5
  「ＩＳＭコード」とは、国際安全管理規則（International Management Code for The Safe 

Operation of Ships and for Pollution Prevention)のことであり、船舶の安全運航と海洋環境の

保護を図ることを目的とし、１９９３年１１月４日ＩＭＯ総会決議として採択され、１９７４年 

ＳＯＬＡＳ条約の附属書に取り入れられたのち、１９９４年同条約の改正を経て１９９８年７月１

日に発効しており、国際航海に従事する全ての旅客船及び総トン数５００トン以上の船舶に適用さ

れる。 
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ける本事故発生当時の観測値は、次のとおりであった。 

０８時４０分 風向 南南東、風速 ２.６m/s、気温 ２１.２℃ 

(2) 仙台管区気象台が三陸沖西部に発表した地方海上警報は、次のとおりで 

あった。 

７月３０日 ０５時２０分発表（１７時３０分継続中） 

種  類 海上濃霧警報 

対象海域 三陸沖西部 

 

2.5.2 乗組員の観測 

船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、本事故当時の気象及び海象は、次のとおりで

あった。 

(1) 船長Ａ 

天気は濃霧で風力２の風が吹き、海上は平穏であり、視程は約０.１～ 

０.２Ｍであった。 

(2) 船長Ｂ 

天気は濃霧で風力２の南東の風が吹き、うねりは波高約０.５～１ｍであ

り、視程は約２００ｍであった。 

 

２.６ 事故水域等に関する情報 

海上保安庁刊行の本州南及び東岸水路誌によれば、次のとおりである。 

尻屋埼から三陸沿岸は、夏季には、南東風が卓越するが風速は弱く、尻屋埼付近の

海上ではしばしば霧が発生し、航行に支障を与える場合が多いので、この付近を航行

する船舶は、気象情報などに注意する必要がある。 

 

２.７ 船舶の安全管理に関する情報 

(1) Ａ船 

Ａ社のＩＳＭコード安全管理システムの視界制限航行によれば、概略は、次

のとおり定められていた。 

①～⑩ （略） 

⑪ 船長指示により、控え当直員をブリッジに呼び出すこと。目視、聴覚観

測及びあらゆる計測装置を使用した観測を確実に実施すること。 

⑫ （略） 

⑬ レーダー画面上で危険なエコー信号、別の船舶から聞こえた霧中信号の

検出について船長に速やかに報告すること。衝突回避のため、適切な時期に

かつためらわずに行動をとること。 
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⑭ （略） 

⑮ 観測の信頼性及び追跡の安全性に疑念がある場合は、船舶の航行を停止

し、船長に報告すること。 

 (2) Ｂ船 

Ｂ社の安全管理規程に基づく運航基準によれば、視程に関する航行の可否判

断については、次のとおり定められている。 

船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、視程が１,０００ｍ

以下に達したと認めるときは、当直体制の強化及びレーダーの有効利用を図

るとともにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路

外錨泊又は経路変更の措置をとらなければならない。 

 

２.８ 漏えい
．．

した油に関する情報 

(1) 漏えい
．．

した油の状況 

船長Ｂ及び機関長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

① Ｂ船は、ドラム缶（約２００ℓ）７本をボートデッキの左舷側に２列で置

き、ハンドレールにロープで固縛していた。 

② ドラム缶には、油清浄機から排出される水、スラッジ及び油を入れてお

り、７本のうち、５本は満杯、残りの２本は空であった。満杯のドラム缶は、

約３分の２が水、約３分の１がスラッジであり、僅かな油を含んでいた。 

③ Ｂ船は、本事故当時、衝突の衝撃で７本のドラム缶が左舷船尾の甲板上

に落下し、破損したドラム缶から水、スラッジ及び油が流出した。 

(2) 漏えい
．．

した油の除去等 

船長Ｂ及び機関長Ｂの口述によれば、Ｂ船の損傷状況の点検を終えた乗組員

が、船尾甲板上の排水口を塞ぎ、破損したドラム缶から流出した油等を吸着

マットで回収する作業を行ったが、ほとんど回収できずに海上に流出し、油

膜が認められた海面に油処理剤約１８ℓを散布した。 

海上保安庁の広報資料によれば、本事故後、事故発生場所付近に認められた

油膜に対し、巡視船が拡散作業を行い、油膜を消滅させた。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１及び２.５から、次のとおりであったものと考えられる。 
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(1) Ａ船 

① Ａ船は、７月３０日０６時００分ごろ、船長Ａが船橋当直に就き、霧の

ために視程が約０.１～０.２Ｍになった津軽海峡を霧中信号を行って航行

した。 

② Ａ船は、０６時２８分ごろ、尻屋埼灯台から０４０°４.４Ｍ付近で針

路を約１６０°に変針し、約６.５kn の速力で自動操舵によって航行した。 

③ 船長Ａは、尻屋埼南東方沖において、右舷船首方４Ｍ付近にＢ船のレー

ダー映像を認めたが、レーダー画面には、Ｂ船のＡＩＳの情報が表示され

ず、周囲に漂泊中の漁船の映像が映っていたので、Ｂ船も漂泊中の漁船で

あると思い、航行を続けた。 

④ 船長Ａは、右舷船首２０°～３０°１.２Ｍ付近にＢ船のレーダー映像

を認め、右舷側至近を通過するレーダー画面の表示であったが、Ｂ船の 

ＡＩＳの情報が表示されないので、移動中の漁船であると思った。 

⑤ 船長Ａは、続航していたところ、Ｂ船のレーダー映像が右舷船首方  

０.５Ｍ付近に接近したとき、Ｂ船が右に変針してＡ船の船首方を通過す

るレーダー画面の表示に変わり、衝突の危険を感じ、右舵一杯を取り、右

回頭を開始したのち、機関を停止したが、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船尾

部とが衝突した。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、０６時３０分ごろ、北緯４０°４９.９′東経１４１°４４.９′

において、針路約３４６°及び速力約１１.２kn で航行した。 

② Ｂ船は、０６時４５分ごろ、船長Ｂが単独の船橋当直に就き、霧のため

に視程が約２００ｍになったが、霧中信号を行わずに自動操舵で北北西進

した。 

③ Ｂ船は、尻屋埼南南東方沖において、経度が東経１４１°３８′となっ

たとき、苫小牧港に向ける針路約０００°とし、約１２.５kn の速力で航

行した。 

④ 船長Ｂは、０８時００分ごろ、尻屋埼南南東方沖において、左舷船首方

１２Ｍ付近にＡ船のレーダー映像を認めたが、記録簿に記入する作業を海

図机で行い、見張りを行わずに航行し、その後、記録簿に記入する作業を

やめ、Ａ船のレーダー映像が左舷船首方４Ｍ付近に接近したことを認めた

が、そのうちにＡ船がＢ船を避けてくれるものと思い、レーダー画面に注

意を向けずに航行した。 

⑤ 船長Ｂは、Ａ船のレーダー映像が右舷船首方１Ｍ付近に接近したことを

認め、衝突の危険を感じ、手動操舵に切り替えて針路を約０１０°に変え、
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同映像が０.５Ｍ付近に接近したときには針路を約０４０°に変針してい

たが、左舷船首方約１００～２００ｍにＡ船の船首を視認し、キックを利

用して衝突の衝撃を和らげようと思い、左舵一杯としたものの、Ｂ船とＡ

船とが衝突した。 

 

3.1.2 衝突した船舶の状況 

２.１から、船長Ａは、レーダー画面で認めた右舷船首方４Ｍ付近の１隻の船舶

が衝突したＢ船であったかは分からなかったが、Ａ船及びＢ船の運航状態から、船

長Ａが、レーダー画面で認めた右舷船首方４Ｍ付近の船舶はＢ船であったものと考

えられる。 

 

3.1.3 事故発生日時及び場所 

２.１から、船長Ａは、Ｂ船が右に変針してＡ船の船首方を通過するレーダー画

面の表示から、衝突の危険を感じ、甲板員Ａに右舵一杯を指示して右回頭を開始し

たのち、機関を停止し、Ａ船が前進惰力で航行中にＢ船と衝突したこと、及びＡＩＳ

記録による船首方位の変化及び両船の損傷状況から、本事故の発生日時は、平成 

２４年７月３０日０８時３８分ごろであり、発生場所は、尻屋埼灯台から１４５° 

１３.４Ｍ付近であったものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員 

２.３(1)及び(3)から、次のとおりであった。 

① 船長Ａは、適法で有効な締約国資格受有者承認証を有していた。 

船長Ａは、本事故当時、健康状態は良好であったものと考えられる。 

② 船長Ｂは、適法で有効な海技免状を有していた。 

船長Ｂは、本事故当時、健康状態は良好であったものと考えられる。 

(2) 船舶 

① Ａ船 

2.4.4(1)から、マスト灯２個、両舷灯、船尾灯の灯火を表示し、船体、

機関及び機器類には不具合又は故障はなかったものと考えられる。 

② Ｂ船 

2.4.4(2)から、マスト灯２個、両舷灯、船尾灯の灯火を表示し、船体、

機関及び機器類には不具合又は故障はなかったものと考えられる。 
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3.2.2 気象及び海象の状況 

2.1.2 及び２.５から、本事故当時、本事故発生場所付近における気象及び海象

は、次のとおりであったものと考えられる。 

天気 霧、風向 南東、風力 ２、視程 約２００～４００ｍ 

 

3.2.3 見張り及び操船状況に関する解析 

２.１、2.4.5 及び 2.4.6 から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船 

① 船長Ａは、霧で視界制限状態となった尻屋埼南東方沖において、針路約

１６０°及び速力約６.５kn で航行し、右舷船首方４Ｍ付近にＢ船のレー

ダー映像を認めた。 

② 船長Ａは、ＡＩＳの情報によってＢ船の動静などを確認しようとしたが、

Ｂ船が速力約１２.５kn で航行していたものの、レーダー画面には、Ｂ船

のＡＩＳの情報が表示されず、周囲に漂泊中の漁船の映像が映っていたこ

とから、Ｂ船も漂泊中の漁船であると思い、航行を続けた。 

③ 船長Ａは、前記②のとおり、速力約１２.５kn で航行しているＢ船を漂

泊中の漁船であると思ったことから、レーダーのみでＢ船を探知したが、

Ｂ船に著しく接近することとなるかどうか又はＢ船と衝突する虞があるか

どうかの判断を適切に行うことができなかった。 

④ 船長Ａは、右舷船首２０°～３０°１.２Ｍ付近にＢ船のレーダー映像

を認め、ＡＲＰＡによって捕捉したところ、速力が約１３kn であり、Ａ

船の右舷側至近を通過するレーダー画面の表示であったが、Ｂ船のＡＩＳ

の情報が表示されないので、移動中の漁船であると思った。 

⑤ 船長Ａは、続航していたところ、Ｂ船のレーダー映像が右舷船首方０.５

Ｍ付近に接近したとき、Ｂ船が右に変針してＡ船の船首方を通過するレー

ダー画面の表示に変わり、衝突の危険を感じ、右舵一杯を取り、右回頭を

開始したのち、機関を停止し、Ｂ船を視認して漁船ではないことを知った。 

⑥ 船長Ａは、霧中信号を手動で行っていたが、ＶＨＦによるＢ船との交信

を行っていなかった。 

(2) Ｂ船 

① 船長Ｂは、霧で視界制限状態となった尻屋埼南南東方沖において、針路

約０００°、速力約１２.５kn で自動操舵によって航行した。 

② 船長Ｂは、０８時００分ごろ尻屋埼南南東方沖において、左舷船首方 

１２Ｍ付近にＡ船のレーダー映像を認めたが、記録簿に記入する作業を海

図机で行い、見張りを行わずに航行した。 
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③ 船長Ｂは、記録簿に記入する作業をやめ、レーダーを６Ｍレンジに切り

替えたところ、Ａ船のレーダー映像が左舷船首方４Ｍ付近に接近したこと

を認めたが、そのうちにＡ船がＢ船を避けてくれるものと思い、レーダー

画面に注意を向けていなかったことから、レーダーによる見張りを適切に

行っていなかった。 

④ 船長Ｂは、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったことから、

Ａ船のレーダー映像が右舷船首方１Ｍ付近に接近したことを認め、衝突の

危険を感じ、手動操舵に切り替えて針路を約０１０°に変え、同映像が 

０.５Ｍ付近に接近したときには針路を約０４０°に変針していた。 

⑤ 船長Ｂは、左舷船首方約１００～２００ｍにＡ船の船首を視認し、キッ

クを利用して衝突の衝撃を和らげようと思い、左舵一杯とした。 

⑥ 船長Ｂは、本事故発生場所付近の海域では船舶の往来が少ないこと、及

び霧中信号を行えば、就寝中の乗組員が目を覚ますことから、霧中信号を

行わず、また、ＶＨＦによるＡ船との交信を行っていなかった。 

 

3.2.4 安全管理に関する解析 

2.1.2、2.4.4、２.７及び 3.2.3 から、次のとおりであり、Ａ船及びＢ船におい

ては、安全管理に関する定めが遵守されていなかったものと考えられる。 

(1) Ａ船 

Ａ社の安全管理システムには、あらゆる計測装置を使用した観測を確実に

実施すること、レーダー画面上での危険なエコー信号の検出について、船長

に報告すること、衝突の回避のため、適切な時期に、かつ、ためらわずに行

動をとる旨が定められていたが、船長Ａは、右舷船首方４Ｍ付近にＢ船の 

レーダー映像を認めたとき、Ｂ船は速力約１２.５kn で航行していたものの、

Ｂ船は漂泊中の漁船であると思い、その後、Ｂ船の映像を右舷船首２０°～

３０°１.２Ｍ付近に認めるまで、Ｂ船が航走し、接近していることに気付

かなかった。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船の運航基準には、視程が１,０００ｍ以下に達したと認めるときには、

当直体制の強化及びレーダーの有効利用を図るとともに、その時の状況に適

した安全な速力にする旨が定められていたが、船長Ｂは、視程が１,０００

ｍ以下の状況において、単独で船橋当直を行い、全速力前進の約１２.５kn

の速力で航行し、左舷船首方１２Ｍ付近にＡ船のレーダー映像を認めたが、

Ａ船のレーダー映像が左舷船首方４Ｍ付近に接近するまで、記録簿に記入す

る作業を海図机で行っており、見張りを行わず、その後、そのうちにＡ船が
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Ｂ船を避けてくれるものと思い、同映像が右舷船首方１Ｍ付近に接近するま

で、レーダー画面に注意を向けていなかった。 

 

3.2.5 航法に関する解析 

２.１、2.4.5、２.５、3.2.2 及び 3.2.3 から、Ａ船及びＢ船は、尻屋埼南東方

沖をそれぞれ南南東進及び北進していたことから、海上衝突予防法（以下「予防法」

という。）が適用され、その遵守状況は、次のとおりであったものと考えられる。 

尻屋埼南東方沖は、本事故当時、霧で視程が約２００～４００ｍの視界制限状態

にあり、予防法第１９条の規定が適用される。 

Ａ船及びＢ船は、全速力前進で航行し、対水速力を有していたので、予防法第 

３５条第２項に基づき、２分を超えない間隔で長音を１回鳴らすことにより汽笛信

号を行わなければならず、Ａ船は、この汽笛信号を行っていたが、Ｂ船は、この汽

笛信号を行っていなかった。 

Ａ船及びＢ船は、レーダーのみによって相手船の存在を船首方に探知していたの

で、予防法第１９条第４項に基づき、両船は、互いに相手船に著しく接近すること

となるかどうか又は相手船と衝突するおそれがあるかどうかを判断しなければなら

ず、予防法第１９条第６項に基づき、自船の正横より前方にある他の船舶と著しく

接近することを避けることができない場合は、その速力を針路を保つことができる

最小限度の速力に減じなければならず、また、必要に応じて停止しなければならな

かった。さらに、Ａ船及びＢ船は、予防法第５条に基づき、視覚、聴覚及びその時

の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りをしなければならな 

かった。 

船長Ａは、Ｂ船のレーダー映像を右舷船首方４Ｍ付近に認めたが、この頃、Ｂ船

は速力約１２.５kn で航行していたものの、レーダー画面には、Ｂ船のＡＩＳの情

報が表示されず、周囲に漂泊中の漁船の映像が映っていたことから、Ｂ船も漂泊中

の漁船と思った。このため、船長Ａは、レーダーのみでＢ船を探知したが、Ｂ船に

著しく接近することとなるかどうか又はＢ船と衝突するおそれがあるかどうかの判

断を適切に行うことができなかった。その後、船長Ａは、Ｂ船の映像を右舷船首方

１.２Ｍ付近に認めるまで、Ｂ船が航走し、接近していることに気付かなかったこ

とから、Ｂ船に対するレーダーによる常時適切な見張りを行っていなかった。 

船長Ｂは、Ａ船のレーダー映像を左舷船首方１２Ｍ付近に認めたが、Ａ船が左舷

船首方４Ｍ付近に接近するまで、記録簿に記入する作業を海図机で行い、見張りを

行っていなかった。その後、船長Ｂは、そのうちにＡ船がＢ船を避けてくれるもの

と思い、Ａ船が右舷船首方１Ｍ付近に接近するまで、レーダー画面に注意を向けて

いなかったことから、レーダーによる常時適切な見張りを行っておらず、また、Ａ
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船に著しく接近することとなるかどうか又はＡ船と衝突するおそれがあるかどうか

の判断を行っていなかった。 

船長Ｂは、Ａ船のレーダー映像が右舷船首方１Ｍ付近に接近したことを認め、衝

突の危険を感じ、右に変針したが、その後もＡ船が左舷船首方から接近する状況を

続いていたことを認めていたものの、速力を保持して航行を続け、予防法第１９条

第６項に基づく措置を講じていなかった。 

 

3.2.6 事故の発生に関する解析 

２.１、3.1.1 及び 3.2.3～3.2.5 から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船は、７月３０日０６時００分ごろ、船長Ａが、船橋当直に就き、霧の

ために視程が約０.１～０.２Ｍになった津軽海峡を霧中信号を行って航行し

た。 

(2) Ａ船は、０６時２８分ごろ、尻屋埼灯台から０４０°４.４Ｍ付近で針路

約１６０°に変針し、速力約６.５kn で航行した。 

(3) 船長Ａは、尻屋埼南東方沖において、右舷船首方４Ｍ付近にＢ船のレー 

ダー映像を認めたが、この頃、Ｂ船は速力約１２.５kn で航行していたもの

の、レーダー画面には、Ｂ船のＡＩＳの情報が表示されず、周囲に漂泊中の

漁船の映像が映っていたことから、Ｂ船も漂泊中の漁船であると思い、航行

を続けた。 

(4) 船長Ａは、速力約１２.５kn で航行しているＢ船を漂泊中の漁船であると

思ったことから、レーダーのみでＢ船を探知したが、Ｂ船に著しく接近する

こととなるかどうか又はＢ船と衝突する虞があるかどうかの判断を適切に行

うことができなかった。 

(5) 船長Ａは、右舷船首方１.２Ｍ付近にＢ船のレーダー映像を認め、ＡＲＰＡ

によって捕捉したところ、速力が１３kn であり、Ａ船の右舷側至近を通過

するレーダーの表示であったが、Ｂ船のＡＩＳの情報が表示されないので、

移動中の漁船であると思い、続航していたところ、Ｂ船のレーダー映像が右

舷船首方０.５Ｍ付近に接近したとき、Ｂ船が右に変針してＡ船の船首方を

通過するレーダー画面の表示に変わり、衝突の危険を感じ、右舵一杯を取り、

右回頭を開始したのち、機関を停止したが、Ｂ船と衝突した。 

(6) Ｂ船は、０６時４５分ごろ、船長Ｂが、単独の船橋当直に就き、霧のため

に視程が約２００ｍになったが、霧中信号を行わずに北北西進した。 

(7) Ｂ船は、尻屋埼南南東方沖において、経度が東経１４１°３８′となった

とき、苫小牧港に向ける針路約０００°とし、約１２.５kn の速力で航行し

た。 
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(8) 船長Ｂは、０８時００分ごろ、尻屋埼南南東方沖において、左舷船首方 

１２Ｍ付近にＡ船のレーダー映像を認めたが、記録簿に記入する作業を海図

机で行い、見張りを行わずに航行した。 

(9) 船長Ｂは、記録簿に記入する作業をやめ、レーダーを６Ｍレンジに切り替

えたところ、Ａ船のレーダー映像が左舷船首方４Ｍ付近に接近したことを認

めたが、そのうちにＡ船がＢ船を避けてくれるものと思い、レーダー画面に

注意を向けていなかったことから、レーダーによる見張りを適切に行ってい

なかった。 

(10) 船長Ｂは、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ

船のレーダー映像が右舷船首方１Ｍ付近に接近したことを認め、衝突の危険

を感じ、手動操舵に切り替えて針路を約０１０°に変え、同映像が０.５Ｍ

付近に接近したときには針路を約０４０°に変針していたが、左舷船首方に

Ａ船の船首を視認し、キックを利用して衝撃を和らげようと思い、左舵一杯

としたものの、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 

３.３ 油等の流出による環境への影響 

２.８から、Ｂ船は、衝突の衝撃でドラム缶に入っていた水、スラッジ及び油が海

上に流出したが、油膜が見られた海面に油処理剤を散布し、また、巡視船が油膜の拡

散作業を行い、油膜を消滅させたものと考えられる。 

 

 

４ 結 論 
 

４.１ 原因 

本事故は、霧で視界制限状態となった尻屋埼南東方沖において、Ａ船が南南東進中、

Ｂ船が北進中、両船が互いに船首方に相手船をレーダーで探知していたが、船長Ａが

Ｂ船に著しく接近することとなるかどうか又はＢ船と衝突する虞があるかどうかの判

断を適切に行うことができず、また、船長Ｂがレーダーによる見張りを適切に行って

いなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

船長Ａが、Ｂ船に著しく接近することとなるかどうか又はＢ船と衝突する虞がある

かどうかの判断を適切に行うことができなかったのは、Ｂ船のレーダー映像を右舷船

首方４Ｍ付近に認めた際、レーダー画面には、Ｂ船のＡＩＳ情報が表示されず、周囲

に漂泊中の漁船の映像が映っていたので、Ｂ船も漂泊中の漁船であると思ったことに

よるものと考えられる。 

船長Ｂが、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったのは、Ａ船のレーダー
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映像が左舷船首方４Ｍ付近に接近したことを認めたが、そのうちにＡ船がＢ船を避け

てくれるものと思い、レーダー画面に注意を向けていなかったことによるものと考え

られる。 

 

４.２ その他判明した安全に関する事項 

Ａ船及びＢ船は、ＶＨＦによる相互の操船状況等の確認を行っていなかったものと

考えられるが、確認を行っていれば、相互の進路等が明らかになり、安全な航行がで

きた可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、視界制限状態における霧中信号を行っていなかったが、行っていれば、Ｂ

船が航走していることにＡ船が気付いた可能性があると考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

本事故は、霧で視界制限状態となった尻屋埼南東方沖において、Ａ船が南南東進中、

Ｂ船が北進中、両船が互いに船首方に相手船をレーダーで探知していたが、船長Ａが

Ｂ船に著しく接近することとなるかどうか又はＢ船と衝突する虞があるかどうかの判

断を適切に行うことができず、また、船長Ｂがレーダーによる見張りを適切に行って

いなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

Ａ船及びＢ船は、ＶＨＦによる相互の操船状況等の確認を行っていなかったものと

考えられるが、確認を行っていれば、相互の進路等が明らかになり、安全な航行がで

きた可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、視界制限状態における霧中信号を行っていなかったが、行っていれば、Ｂ

船が航走していることにＡ船が気付いた可能性があると考えられる。 

したがって、操船者は、視界制限状態の海域においては、見張り、視界制限状態に

おける航法、視界制限状態における音響信号等に関する予防法の定めを遵守し、ＶＨＦ

による相互の操船状況の確認を行うことが必要であるものと考えられる。 

 

５.１ 事故後に講じられた事故防止策 

 Ｂ社により講じられた措置 

Ｂ社は、本事故後、Ｂ船及び他の所有船舶に対し、安全管理規程を遵守すること、

視界制限状態においては見張り員の増員を行うこと、避難経路及び配置表を確認する

こと、並びに救命設備及び保守設備を点検することについて、注意喚起を行った。 
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５.２ 今後必要とされる事故等防止策 

 操船者は、視界制限状態の海域においては、見張り、視界制限状態における航法、

視界制限状態における音響信号等に関する予防法の定めを遵守し、ＶＨＦによる相互

の操船状況の確認を行うことが必要である。 

このため、運輸安全委員会は、同種事故の再発防止に寄与できるよう、前記の内容

及び本報告書を関係の船舶運航事業者に対して周知することについて、船舶所有者や

船舶代理店などが加入する団体に協力を依頼する。 
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付図 1 推定航行経路図① 

付図２ 推定航行経路図② 

Ａ船 

Ｂ船 

事故発生場所 

（平成２４年７月３０日 

０８時３８分ごろ発生） 08 時 34 分ごろ 

08 時 25 分ごろ 

 

 

08 時 30 分ごろ 

   08 時 32 分ごろ 

    08 時 34 分ごろ 

08 時 36 分ごろ 

08 時 25 分ごろ 

津軽海峡 

北海道 

青森県 

苫小牧港 

尻屋埼灯台 

Ａ船 

Ｂ船 
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付図３ Ａ船の一般配置図 

付図４ Ｂ船の一般配置図 


